
◆エレベーターの安全対策に対する補助制度

所有者が実施するエレベーターの安全対策（戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置、
耐震補強措置等）に対して、地方公共団体が費用の一部の補助を行う制度を用意している場合が
ありますので、お近くの市役所等にご相談ください。

◆エレベーターの地震対策とは？

建物の所有者・管理者の皆様へ

あなたの建物のエレベーターの地震対策は
大丈夫ですか？

地震によるエレベーターの閉じ込めや故障のおそれを軽減するために、

「エレベーターの地震対策」を実施しましょう

お問合せ先 国土交通省 住宅局 建築指導課 昇降機等事故調査室
電話：０３ー５２５３ー８９５１

初期微動感知
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この間に、最寄り階に停止し戸を開放させ、
乗客をエレベーター外に避難させる。
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「地震時管制運転装置」とは

地震発生時の初期の微動（P波）を感知
し、本震（S波）が到達する前に、かごを
最寄りの階に停止し、戸を開放する装置
で、利用者の閉じ込めを防ぎます。

＜エレベーター各部の地震対策の例＞

地震時管制運転装置
の設置

平成１７年の千葉県北西部地震や平成２３年の東日本大震災等を受け、上記のようなエレベーターの地震対
策を実施することが義務付けられています。義務付け以前に設置されたエレベーターには、対策実施の義務はあ
りませんが、エレベーターの安全性確保のために、地震対策の積極的な実施をお願いいたします。

地震対策の具体的な改修方法、改修期間、改修費用等については、エレベーターの製造業者、保守点検業者
にご相談ください。

◆安全マークの表示制度
エレベーターに「地震時管制運転装置」が設置されていることを利用

者が認識できるよう、設置済みであることをマークで表示する任意の制
度です。

本制度に関する詳細については、以下にお問合せください。
一般社団法人建築性能基準推進協会
電話:０３－３５１３－７５６１ ＷＥＢ: http://www.seinokyo.jp/

地震時管制運転装置設置済みマーク
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